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同意案第９８号 

 

   公平委員会委員の選任の同意について 

 

 東広島市公平委員会委員に次の者を選任することについて、地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和３年６月２４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

 住 所  広島市 

 氏 名  下 中 奈 美  
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 （提案理由） 

 東広島市公平委員会委員柳本良逸氏が死去したため、その後任の委員の選任につ

いて、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方公務員法 

第９条の２ 

２ 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理

解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得

て、地方公共団体の長が選任する。 
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議案第９９号 

 

   請負契約の締結について 

 

 令和３年度消防庁舎等整備事業（仮称）東広島消防署高屋分署造成工事の請負契

約を次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月２４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  令和３年度消防庁舎等整備事業（仮称）東広島消防署高屋分署造成工事 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  １億７,１０５万円 

４ 契約の相手方 

  東広島市西条中央二丁目７番５号 

  株式会社明成 

  代表取締役 尾 原 睦 明 
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 （提案理由） 

 令和３年度消防庁舎等整備事業（仮称）東広島消防署高屋分署造成工事の請負契

約を締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会

の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。


